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○観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱 

平成29年３月30日告示第66号 

 

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の

住環境の向上を図るため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、予算の範

囲内において観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

することについて、社会資本整備総合交付金交付要綱（平成22年３月26日付け国官会第

2317号）、小規模住宅地区等改良事業制度要綱（平成９年４月１日付け建設省住整発第

46号）、香川県老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱（平成27年４月１日付け27

住宅第1693号香川県土木部住宅課長通知）及び観音寺市補助金等交付規則（平成18年観

音寺市規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１)　老朽危険空き家　補助事業（市がこの要綱に基づき、老朽危険空き家の除却を行

う者に対し、補助金を交付する事業をいう。）を実施しようとする際に使用されてお

らず、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、そのまま放置すれば周

辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家のうち次のいずれかの要件を満たす

ものをいう。 

ア　住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第２条第４項に規定する不良住宅で、住

宅地区改良法施行規則（昭和35年建設省令第10号）第１条各号に掲げる住宅の区分

に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の

程度の評点の合計が100点以上であるもの 

イ　市長が特に除却の必要があると認める住宅 

(２)　住宅　併用住宅（住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満

のものをいう。）を含み、一戸建て、長屋建て又は共同建ての住宅をいう。 
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（補助対象住宅） 

第３条　補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次に掲げ

る要件を全て満たすものでなければならない。 

(１)　市内に存する老朽危険空き家であること。 

(２)　補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。 

(３)　この要綱に基づく補助金以外に、除却に係る他の補助金等の交付を受けていない

又は受ける予定がないものであること。 

(４)　公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。 

(５)　国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。 

(６)　不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とするものが当該業のために除却を行

うものでないこと。 

(７)　同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空き家の

除却を行っていないこと。 

（補助対象者） 

第４条　補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、補助

金の交付申請の日において、本市の市税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員

である個人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１)　補助対象住宅の所有者（登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記され、

又は登録されているものをいい、共有者を含む。以下「所有者」という。）。ただし、

所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者（以下「相続人」という。）

とする。 

(２)　前号に規定する者のほか、市長が特に認める者 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受け

ることができない。 

(１)　暴力団員及び暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員及び同法第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）又は暴力団員と密接な関係を有する者 
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(２)　この要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある

者及びこれらの者と同一世帯に属する者 

(３)　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）の他に所有権その

他の権利（共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。）を有する者がある場合にお

いて、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者 

(４)　相続人が複数の場合において、補助対象住宅の除却について、全ての相続人の同

意を得られない者 

(５)　所有者と補助対象住宅が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場

合において、補助対象住宅の除却について、全ての当該者の同意を得られない者 

(６)　第14条及び第18条に規定する立入検査等に同意できない者 

(７)　補助対象住宅について、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第

127号）第14条第２項に規定する勧告を受けた者。ただし、勧告後その措置が取り消さ

れた場合は、この限りでない。 

(８)　前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認めた者 

（補助対象工事） 

第５条　補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対象

者が発注し、補助金を受けようとする年度の１月末日までに完了する補助対象住宅の除

却工事であって、建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許可を受けたもの又

は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第21条第１項

に規定する登録を受けたもの（それぞれ市内に本店、支店等の事業所を有する建設事業

者又は解体工事事業者（個人事業者を含む。）に限る。ただし、暴力団、暴力団員又は

これらの者と密接な関係を有する者を除く。）で観音寺市建設工事等入札参加資格者名

簿に解体工事事業者として市内登録があるものに請け負わせる工事とする。 

２　前項の場合において、やむを得ない理由により、補助対象工事の一部について下請負

をさせるときは、１件当たりの下請負工事費が補助対象工事の総請負工事費の２分の１

を超えてはならない。 

３　前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は補助対象工事とし

ない。 
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(１)　補助金の交付決定前に着手した工事 

(２)　他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事 

(３)　補助対象住宅の一部のみ除却する工事 

(４)　補助対象住宅の建替えを目的とした工事 

（補助対象経費及び補助金の交付額等） 

第６条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

工事に要する経費（家財道具、機械、車両等の処分に係るものを除く。）とする。 

２　補助金の交付額は、補助対象経費又は補助対象住宅の延べ面積に次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない金額に10分の８を

乗じて得た額（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、160万円

を限度とする。 

(１)　木造　補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等におけ

る、木造住宅の１平方メートル当たりの除却工事費の上限額 

(２)　非木造　補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等にお

ける、非木造住宅の１平方メートル当たりの除却工事費の上限額 

（事前協議） 

第７条　申請者は、事前に補助金交付の対象となるか市民部地域支援課と協議を行うもの

とする。 

（補助金の交付申請） 

第８条　申請者は、次に掲げる書類を添えて、観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助

金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

(１)　除却工事実施（変更）計画書（様式第２号） 

(２)　工事見積書の写し（内訳明細書を含む。） 

(３)　建物平面図（延べ面積及び対象床面積が確認できるものに限る。） 

(４)　現場写真 

(５)　補助対象住宅の所有者が確認できる書類 

(６)　所有者が複数の場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書（様式第３号） 



5/8

(７)　補助対象住宅に所有権以外の権利（賃借権を含む。）がある場合は、当該権利者

の同意書 

(８)　補助対象住宅と土地の権利を有する者が異なる場合は、当該土地の権利を有する

者の同意書 

(９)　補助対象住宅の所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書、確約書（様

式第４号）、所有者との関係を示す書類等 

(10)　申請者が属する世帯の世帯員全員が確認できる住民票 

(11)　申請者が属する世帯の世帯員全員が本市の市税を滞納していないことの証明書 

(12)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２　市長は、特別の理由があると認めるときは、前項各号に掲げる書類のうちその一部の

提出を省略することができる。 

３　市長は、補助事業の実施に当たり必要と認めるときは、申請期間を別に定めることが

できる。 

４　補助対象住宅が複数の者の共有に係るものである場合には、代表者を申請者とするこ

とができる。 

（補助金の交付決定） 

第９条　市長は、前条に規定する申請があった場合において、その内容を審査し、補助金を

交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。こ

の場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。 

２　市長は、前項の決定をしたときは、観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付

決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第10条　前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補

助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、観音寺市老朽危険空き家除却支

援事業補助金交付変更承認申請書（様式第６号）又は観音寺市老朽危険空き家除却支援

事業補助金交付中止承認申請書（様式第７号）を、内容を変更する場合は関係書類を添

えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。 
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２　市長は、前項の申請を承認することが適当と認めたときは、観音寺市老朽危険空き家

除却支援事業補助金交付変更承認決定通知書（様式第８号）又は観音寺市老朽危険空き

家除却支援事業補助金交付中止承認決定通知書（様式第９号）により交付決定者に通知

するものとする。 

（申請の取下げ） 

第11条　交付決定者は、第９条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る

補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日

から15日以内に市長に対して申請の取下げをすることができる。 

２　前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該補助金の交付決定がなかったもの

とみなす。 

（補助事業が期日までに完了しない場合等の報告） 

第12条　交付決定者は、補助事業が第９条の交付決定通知書に記載された完了予定日まで

に完了しない場合は、市長の指示を受けなければならない。 

２　交付決定者は、補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その

指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第13条　交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算し

て30日を経過した日又は当該年度の２月末日のいずれか早い日（その日が観音寺市の休

日を定める条例（平成17年観音寺市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日に当

たるときは、その翌日）までに、次に掲げる書類を添えて、観音寺市老朽危険空き家除

却支援事業完了実績報告書（様式第10号。以下「完了実績報告書」という。）を市長に提

出しなければならない。 

(１)　工事請負契約書の写し 

(２)　補助事業に要する経費の請求書の写し（内訳を含む。） 

(３)　補助事業に要する経費の支払が確認できる書類の写し 

(４)　工事状況写真（施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの） 

(５)　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第１項の規定による届出の

写し（補助対象工事が同法第９条第１項の対象建設工事に該当するときに限る。） 
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(６)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第12条の３の産業廃

棄物管理票(マニフェスト)Ｅ票の写し 

(７)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第14条　市長は、前条の完了実績報告書を受理した場合において、その内容を審査し、必要

に応じて立入検査を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適

合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、観音寺市老朽危険空き家除

却支援事業補助金交付額確定通知書（様式第11号）により交付決定者に通知するものと

する。 

２　交付決定者は、前項に規定する通知を受けたときは、速やかに観音寺市老朽危険空き

家除却支援事業補助金請求書（様式第12号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第15条　市長は、前条第２項に規定する請求があったときは、速やかに交付決定者に補助

金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第16条　市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１)　補助金を他の用途に使用したとき。 

(２)　不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。 

(３)　補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(４)　補助金の交付決定の前に、補助対象工事に着手したとき。 

(５)　この要綱の規定に違反したとき。 

(６)　補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。 

(７)　補助事業の遂行ができないとき。 

(８)　前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 

（補助金の返還） 

第17条　市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 
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（立入検査等） 

第18条　市長は、補助事業を実施しようとする住宅が第３条に規定する要件を満たしてい

るかを判断するとき、又は補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認

めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は当該職員にその物件を検査させ、若

しくは質問させることができる。 

（関係書類の保管） 

第19条　交付決定者は、補助事業の交付を受けた補助対象事業の実施状況等を明らかにする

ための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、これらを補助対象工事が完了した日

の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。 

（跡地の管理） 

第20条　補助金の交付を受けて補助対象住宅を除却した交付決定者は、雑草の繁茂、廃棄

物の投棄等が生じないよう、補助対象住宅を除却した跡地を適正に管理しなければなら

ない。 

（その他） 

第21条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 



様式第１号（第８条関係） 

 

　　年　　月　　日 

 

 

観音寺市長　　宛て 

 

申請者　住　所　　　　　　　　　　　　　　 

氏　名　　　　　　　　　　　 

電話番号 

※本人による署名に代えて、記名押印することもできます。 

 

 

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書 

 

 

　観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第８条の規

定に基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

　申請に当たっては、事業の趣旨を理解し、要綱第18条に規定する立入検査等及び要綱第20

条に規定する跡地の管理について同意するとともに、その他要綱の規定を遵守します。 

また、補助対象者であることを確認するため、世帯員の住民基本台帳及び税関係情報につ

いて市が調査を行うことに同意します。 

なお、本申請書類等に記載した事項は、事実に相違ありません。 

 

 

 

１　補助対象住宅の所在地及び所有者 

　　 

所在地：観音寺市 

　　所有者： 

 

 

２　補助対象経費 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 

 

 

３　補助金交付申請額（1,000円未満切り捨て） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 

 

 

 



添付書類 

 

(１)　除却工事実施（変更）計画書（様式第２号） 

(２)　工事見積書の写し（内訳明細書を含む。） 

(３)　建物平面図（延べ面積及び対象床面積が確認できるものに限る。） 

(４)　現場写真  

(５)　補助対象住宅の所有者が確認できる書類  

(６)　所有者が複数の場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書（様式第３号） 

(７)　補助対象住宅に所有権以外の権利（賃借権を含む。）がある場合は、当該権利者の同

意書 

(８)　補助対象住宅と土地の権利を有する者が異なる場合は、当該土地の権利を有する者

の同意書 

(９)　補助対象住宅の所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書、確約書（様式

第４号）、所有者との関係を示す書類等 
 (10)　申請者が属する世帯の世帯員全員が確認できる住民票 

(11)　申請者が属する世帯の世帯員全員が本市の市税を滞納していないことの証明書 

(12)　その他市長が必要と認める書類



 

 

除却工事実施（変更）計画書 

 

 

１　補助対象住宅の概要 

 

２　交付申請額の算出 

（注） 

　１　除却工事費（Ａ）は、補助対象となる老朽危険空き家の除却及び処分に要する費用を

記入すること。 

　２　補助金交付申請額（Ｄ）に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるこ

と。 

３　変更申請の場合には、変更前の記載内容を、その上段に（　　）書きすること。

 
申　請　者

住所 

氏名

 
施　工　者

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名 

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

 除却工事開始予定日 　　　　　　　年　　　月　　　日

 除却工事完了予定日 　　　　　　　年　　　月　　　日

 所　在　地 観音寺市

 建 築 年 年 用　　途

 敷地面積 ㎡ 建築面積 　　　　　　　　　　　　　㎡

 延べ面積 ㎡ 対象床面積 　　　　　　　　　　　　　㎡

 構　　造 　　　　　造一部　　　造 階　　数 地上　　　　階・地下　　　階

 除 却 工 事 費                           　　　　　　　    　　円

 補 助 対 象 経 費 円（Ａ）

 対 象 床 面 積 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

 

除却工事費面積限度額

木　造 　　　　　㎡×　　　円／㎡＝　　　 　　　円

 非木造 　　　　　㎡×　　　円／㎡＝　  　　　　 円

 合　計 円（Ｂ）

 　　　　　　　　

円×　0.8　＝　　　　　　　　 　　円（Ｃ） 

〔（Ａ）と（Ｂ）のうち少ない方の額〕

 

補助金交付申請額

1,600,000円と（Ｃ）のうち少ない方の額 

 

円（Ｄ）



様式第３号（第８条関係） 

 

 

老朽危険空き家除却工事施工同意書 

 

観音寺市長　　宛て  

 

私が所有・共有する下記の老朽危険空き家を、　　　　　　　　　が費用を負担し、除却

工事を行うことに同意します。  

 

 

年　　月 　日  

 

記 

 

老朽危険空き家の所在地 　　観音寺市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

申請者　　住所 

　　　　　氏名 

 

住宅の所有者・共有者　　住所  

氏名 　　　　　　　　　　　　　 

 

住所  

氏名 　　　　　　　　　　　　　 

 

住所  

氏名　　　　　　　　　　　 　　 

 

住所  

氏名　　　　　　　　　　　　 　 

 

住所  

氏名　　　　　　　　　　　　 　 

 

住所  

氏名　　　　　　　　　　　　 　 

 

住所  

氏名　　　　　　　　　　　　 　 

 

※本人による署名に代えて、記名押印することもできます。



様式第４号（第８条関係） 

 

 

確 約 書 

 

 

観音寺市長　　宛て 

 

 

 

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金の交付申請を行うに当たり、私が相続人の代

表となって、この老朽危険空き家の除却工事　〔を実施しようとするものです。〕 

〔の実施について同意します。 〕 

なお、相続人の間に当該老朽危険空き家に係る紛争等が発生したときは、私が責任を持っ

て解決します。 

 

年　　月　　日 

 

老朽危険空き家の所在地 　　観音寺市 

 

 

 

老朽危険空き家の名義人  

  

 

 

相続人代表  

 

住所  

  

氏名 　　　　　　　　 

※本人による署名に代えて、記名押印することもできます。 



様式第５号（第９条関係） 

第　　号 

　　年　　月　　日 

　　　　　　　　　　様 

 

観音寺市長　　　　　　　　　印　 

 

 

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定通知書 

 

 

　　　年　　月　　日付けで申請のあった観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金につ

いては、下記のとおり決定したので、観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱

第９条第２項の規定により通知します。 

 

記 

１　補助対象工事施工者名 

　　　　名　称 

所在地 

 

２　補助対象住宅の概要 

 

３　補助金交付決定額 

 

４　完了予定日　　　　　年　　月　　日 

 

５　補助金交付時期　　補助対象工事が終了し、補助金交付額確定後に交付する。 

 

６　交付条件 

(１)　観音寺市補助金等交付規則及び観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要
綱の規定を遵守すること。 

　(２)　除却後の跡地については、周囲の環境に十分な配慮を行い適正な管理を行うこと。 

(３)　補助対象工事の遂行状況について報告を求め、又は立入検査をすることがあること。 
(４)　補助対象工事が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は２月末日のいず

れか早い日（その日が市の休日に当たるときは、その翌日）までに、実績報告書に関係
書類を添えて市長に提出すること。 

(５)　補助金交付額は、補助対象工事費用の確定により変更する場合があること。 

 

７　関係書類の保管　　実施状況等の関係書類は翌年度から起算して５年間保存すること。

 住宅の所在地 住宅の構造 対象床面積

 
観音寺市 ㎡

 補助対象経費 除却工事費面積限度額 補助金交付決定額

 円 円 円



様式第６号（第10条関係） 

 

　　年　　月　　日 

 

観音寺市長　　宛て 

 

申請者　住　所　　　　　　　　　　　　 

氏　名　　　　　　　　　 

電話番号　　　 

※本人による署名に代えて、記名押印することもできます。 

 

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認申請書 

 

 

　　　年　　月　　日付け　　　第　　号で交付決定を受けた補助事業について、下記のと

おり当該交付決定の額及びその内容を変更したいので、観音寺市老朽危険空き家除却支援事

業補助金交付要綱第10条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１　前回交付決定額　　　　　　　　　　　　　円 

　　変更交付申請額　　　　　　　　　　　　　円 

 

 

２　事業完了予定日　　　　　　　　　年　　月　　日 

 

 

３　変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

４　添付書類 

 

(１)　除却工事実施（変更）計画書（様式第２号） 

(２)　工事見積書の写し（内訳明細書を含む。） 

(３)　建物平面図（延べ面積及び対象床面積が確認できるものに限る。） 

(４)　現場写真  

(５)　その他市長が必要と認める書類



様式第７号（第10条関係） 

 

　　年　　月　　日 

 

観音寺市長　　宛て 

 

申請者　住　所 

氏　名　　　　　　　　　 

電話番号　　 

※本人による署名に代えて、記名押印することもできます。 

 

 

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付中止承認申請書 

 

 

　　　年　　月　　日付け　　　第　　号で交付決定を受けた標記事業について、下記のと

おり中止したいので観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱第10条第１項の規

定により、申請します。 

 

記 

 

 

１　交付決定額　　　　　　　　　　　　　円 

 

 

 

２　事業の中止の理由 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第10条関係） 

第　　号 

　　年　　月　　日 

　　　　　　　　　　様 

 

観音寺市長　　　　　　　　　　　印　　　　 

 

 

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認決定通知書 

 

　　　年　　月　　日付けで変更承認申請のあった観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補

助金については、審査の結果、承認することとしたので、観音寺市老朽危険空き家除却支援

事業補助金交付要綱第10条第２項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

１　補助対象工事施工者名 

　　　　名　称 

所在地 

 

２　補助対象住宅の概要 

 

３　補助金交付決定額 

 

 

 住宅の所在地 住宅の構造 対象床面積

 
観音寺市 ㎡

 補助対象経費 除却工事費面積限度額 補助金交付決定額

 
変更前決定内容 円 円 円

 変更後決定内容 円 円 円



様式第９号（第10条関係） 

第　　号 

　　年　　月　　日 

　　　　　　　　　　様 

 

観音寺市長　　　　　　　　　　　印　　　　 

 

 

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付中止承認決定通知書 

 

　　　年　　月　　日付けで中止承認申請のあった観音寺市老朽危険空き家除却支援事業補

助金については、審査の結果、中止を承認することとしたので、観音寺市老朽危険空き家除

却支援事業補助金交付要綱第10条第２項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

１　補助対象工事施工者名 

　　　　名　称 

所在地 

 

２　補助対象住宅の概要 

 住宅の所在地 住宅の構造 対象床面積

 
観音寺市 ㎡



様式第10号（第13条関係） 

　　年　　月　　日 

 

 

観音寺市長　　宛て 

 

申請者　住　所　　　　　　　　　　　　　　 

氏　名　　　　　　　　　　 

電話番号 

　　　※本人による署名に代えて、記名押印することもできます。 

 

 

観音寺市老朽危険空き家除却支援事業完了実績報告書 

 

 

　　　年　　月　　日付け　　　第　　号をもって補助金の交付決定を受けた観音寺市老朽

危険空き家除却支援事業について、下記のとおり実績報告をします。 

 

記 

 

１　補助金交付決定額及び精算額 

　　　　　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　円 

　　　　　補助金精算額　　　　　　　　　　　　　円 

 

２　補助事業の実施期間 

　　　　　自　　　　　年　　月　　日 

　　　　　至　　　　　年　　月　　日 

 

３　添付書類　　　 

 

(１)　工事請負契約書の写し  

(２)　補助事業に要する経費の請求書の写し（内訳を含む。) 

(３)　補助事業に要する経費の支払が確認できる書類の写し 

(４)　工事状況写真（施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの） 

(５)　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第10条第１

項の規定による届出の写し（補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当する

ときに限る。） 

(６)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第12条の３の産業廃棄

物管理票（マニフェスト）Ｅ票の写し  

(７)　その他市長が必要と認める書類 

 


